
卜〆

審査・建議勧告事件月報

平成 31 年 1 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

蕊鑓蕊禦
（最刑一）

｡

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。
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最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長
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審査･建議勧告事件月報

平成 31 年 2 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

（最刑一）←

(注） 職権審査事件については， ｢受理人員」の「|日受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。
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最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長
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審査・建議勧告事件月報

平成 31 年 3 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「|日受」及び「合計」 ， 「既済人員」 並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上

《
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最高裁判所刑事局長殿 大|坂一検事務局長
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審査・建議勧告事件月報

第1表 平成 31 年 4 月分 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

、 （最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。
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最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長
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審査d建議勧告事件月報

年 5 月分令和 (集計表） 大阪第1表 元 地裁管内

検察審査会

（最刑一）
G

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「|日受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し， 内数として計上する。
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最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長
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審査・建議勧告事件月報

令和 年 6 月分第1表 (集計表） 大阪元 地裁管内

検察審査会

一

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数

q二）

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長
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審査・建議勧告事件月報

令和 年 7 月分 (集計表） 大阪第1表 元 地裁管内
検察審査会

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計｣ ， 「既済人員」並びに「未済人員｣の各箇所に（）を付し，内数と

濡鐡 (E一一

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長
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審査・建議勧告事件月報

第1表 令和 年 8 月分元 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

戸

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「|日受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内
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最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長
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審査･建議勧告事件月報

第1表 令和 年 9 月分元 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員｣の各箇所に（）を付し，内数として計上する。
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最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長
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審査･建議勧告事件月報

令和第1表 年 10 月分元 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「|日受」及び「合計｣ ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。
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最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長
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審査・建議勧告事件月報

令和 年 11 月分第1表 元 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

（最刑一）

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」のII日受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に()を付し，内数として計上する｡“‘忌語．
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最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長
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審査・建議勧告事件月報
画▼

令和第1表 年元 12 月分 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， ｢受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。
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第 2 段階 の 審査
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中
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当月 35 11 11 46 12 12 34

1月からの累計 134 32 166
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